
８福薬業発第８０号 
令和８年５月２２日 

各地区薬剤師会会長 殿 
公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 岸田 義博 
 

実務実習のさらなる充実のための追加の実習(薬学実践実習) 

 に関するアンケート調査のお願い 

 
平素より、本会業務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
「臨床における実務実習に関するガイドライン（令和５年１２月）」に記載さ

れた「追加の実習」（以下、「薬学実践実習」）につきまして、その円滑な実施を

目的に、薬学実践実習に関するアンケート調査依頼が、九州山口地区薬剤師会薬

局実務実習受入調整機関を通じて、別添のとおり連絡がありましたのでお知ら

せいたします。 

 なお、アンケートに先立ちまして薬学教育協議会より薬学実践実習について

説明動画が公開されていますのでご視聴ください。 
【別添２】ご確認のうえ、下記 Google フォームより６月３０日（火）までに

ご回答いただきますようお願いいたします。 

ご多忙とは存じますが、貴会薬学教育担当役員及び貴会会員へご案内いただ

きますようお願い申し上げます。 

 
記 

対  象：実務実習受入施設 

回答 URL：https://forms.gle/eLpXWqw5QnM652X8A 

（１施設１回答） 

 

◆薬学実践実習に関する説明とアンケートのお願い説明会（録画） 

 https://yaku-kyou.org/?page_id=11167 

 

■ アンケートに関する問い合わせ先 ■ 

九州・山口地区調整機構 事務局（小野） 

E-mail：kazu-ono@fukuoka-u.ac.jp 
*お問い合わせはメールにてお願いいたします。 

以 上 

https://forms.gle/eLpXWqw5QnM652X8A
https://yaku-kyou.org/?page_id=11167
mailto:kazu-ono@fukuoka-u.ac.jp


８九山調発第４号 

令和８年５月１１日 

九州山口地区薬剤師会会長 様 

                 

九州山口地区薬剤師会 

薬局実務実習受入調整機関 

運営委員長 秋吉 隆治 

 

実務実習のさらなる充実のための追加の実習(薬学実践実習) 

 に関するアンケート調査のお願い 

 

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

「臨床における実務実習に関するガイドライン（令和５年１２月）」に記載さ

れた「追加の実習」（薬学実践実習）につきまして、その円滑な実施を目的に、

薬学実践実習に関するアンケート調査依頼が、薬学教育協議会より九州山口地

区調整機構を通じて、別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。 

【別添２】ご確認のうえ、下記 Google フォームより６月３０日（火）までに

ご回答いただきますようお願いいたします。 

ご多忙とは存じますが、貴会薬学教育担当役員及び貴会会員へご案内いただ

きますようお願い申し上げます。 

                                

記 

対  象：薬局・病院（医療提供施設） 

回答方法：Google フォームからの回答（１施設から１回の回答） 

以下のリンクより回答をお願いします。 

https://forms.gle/eLpXWqw5QnM652X8A 

回答期日：６月３０日 

 

■ アンケートに関する問い合わせ先 ■ 

九州・山口地区調整機構 事務局（小野） 

E-mail：kazu-ono@fukuoka-u.ac.jp 

*お問い合わせはメールにてお願い致します。 

以 上 

https://forms.gle/eLpXWqw5QnM652X8A
mailto:kazu-ono@fukuoka-u.ac.jp


令和 8 年 5 月 7 日  

  

九州山口地区薬局実習調整機関長 

九州山口地区病院実習調整機関長 

 

九州山口地区調整機構 委員長 江川 孝 

（公 印 省 略） 

  

実務実習のさらなる充実のための追加の実習（薬学実践実習）  に関するアンケート調査のお願い  

  

 拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。  

 平素より九州山口地区調整機構の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  このたび、薬

学教育協議会からの依頼により「臨床における実務実習に関するガイドライン（令和 5 年 12 月）」に記載

された「追加の実習」（薬学実践実習）につきまして、その円滑な実施を目的に、実践実習に関するアンケ

ート調査を行うこととなりました。新しいモデル・コア・カリは令和 6 年度入学生から適用され、この入学生

が 5 年生になる令和 10 年度から実践実習が開始される予定です。これまで必修科目の実務実習にお

いて実習生を受け入れていただいたり、受け入れ表明していただいた施設はもとより、実践実習生を受け

入れていただける可能性のある施設宛を対象としたアンケート調査です。  

 つきましては、当該施設（薬局または病院）宛てに、別紙依頼状を送付（メール送付可）していただき、指

導薬剤師の方々へのアンケート実施にご協力を賜りますようお願い致します。回答にあたって参考として

いただくため、アンケート質問内容全体が分かる資料も添付いたしましたので、依頼状とともにお送りいた

だけると幸いです。  

 本アンケート調査の集計結果は、薬学実践実習の円滑な実施に向けた検討資料として活用いただける

よう、九州山口地区薬局実習調整機関および九州山口地区病院実習調整機関へフィードバックいたしま

す。  

 ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。  

敬具 
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九山調機発第 26002 号 

令和 8 年 5 月 7 日 

 

 薬局・病院（医療提供施設）の皆様 

 

九州山口地区調整機構 委員長 江川 孝 

（公 印 省 略） 

 

実務実習のさらなる充実のための追加の実習（薬学実践実習）に関するアンケート調査のお願い 

【九州山口地区調整機構版】 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素より薬学教育にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

このたび、「臨床における実務実習に関するガイドライン（令和 5 年 12 月）」に記載された「追加の実習」

（薬学実践実習）につきまして、その円滑な実施を目的にアンケート調査を行うこととなりました。お忙しい

ところ恐縮ではございますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。（1 施設から 1 回の回答でお願いいた

します。） 

 このアンケートは実務実習生をこれまで受け入れていない医療提供施設の皆様にもお送りしております

のでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

経緯 

 6 年制薬学教育では、「薬学教育モデル・コア・カリキュラム 令和 4 年度改訂版」が令和 5 年 2 月に発

表され、それに基づいた「臨床における実務実習に関するガイドライン」が令和 5 年 12 月に発表されてい

ます。新しいコアカリは令和 6 年度入学生から適用され、この入学生が 5 年生になる令和 10 年度から（令

和 10 年 2 月から）、新しいガイドラインに則った実務実習が開始されます。 

 新しいガイドラインには、「2-1 (3) 実務実習のさらなる充実のために」として「22 週の実務実習終了後、

各学生の希望と各大学が有する教育資源に応じ、病院又は薬局で行う追加の実習を選択で実施し、臨

床に係る実践的な能力の更なる向上を図る。この追加の実習等を 8 週間程度実施できることを目指して、

大学は環境の整備に努める。」ことが記載されました。 

 この「追加の実習」に関しては、「臨床における実務実習に関するガイドライン（令和 5 年 12 月）に記載さ

れた「追加の実習」に関する対応方針」（添付資料 1）が、令和 7 年 2 月に発表されました。当該方針によ

ると、この追加の実習を「薬学実践実習」と名付け、当面は選択制の実習として設定され、① 医療提供施

設（薬局・病院）での実習と② それ以外の場（行政や企業など）での実習が想定されました（添付資料 2、

p.3 Ⅱ.「医療提供施設での薬学実践実習」と p.5 Ⅲ.「医療提供施設以外での薬学実践実習」）。 
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 実践実習の施設要件 

 国内の医療提供施設での実践実習については、上記の「臨床における実務実習に関するガイドライン

（令和 5 年 12 月）に記載された「追加の実習」に関する対応方針」（添付資料 1）に記載されている通り、１）

薬学実務実習の後に行われることが原則であり、２）「臨床における実務実習に関するガイドライン」に則り、

認定実務実習指導薬剤師が在籍することが原則とされています（在籍していない場合や実習生を受入れ

たことがない施設などについては、添付資料 2 を参照）。また、実務実習での施設要件を満たしている施

設は、実践実習の施設要件を満たしているとされました。 

 

薬学実践実習の目的とアンケート調査のお願い 

 上記①の医療提供施設での薬学実践実習は、実務実習で修得した能力のさらなる向上を目指す実習

であるため、改訂版コアカリに記載されている「F 臨床薬学」の学修目標を実務実習で修得した後、さら

にその実践を重ねることで、医療等への理解を深め、臨床における実践的な能力を高めることや、医療

への視野を広げ、薬剤師として求められる基本的な資質・能力のレベルアップを図ることを目的としてい

ます。 

 実習内容の例として（あくまでも参考例として）いくつかの例が挙げられます。 

l 実務実習で修得した内容を踏まえ、患者の状態を総合的に評価して薬物療法を最適化できる臨床

実践力を深化させる実習 

l 継続的に患者を担当し、経過を追う中で薬物治療の個別最適化を実践する能力を高める実習 

l 病院、薬局の連携を基盤として、地域連携及び多職種連携への理解を深め、それぞれの地域にお

ける医療に主体的に貢献する能力を養う実習 

l 地域住民の健康増進や公衆衛生活動等に参画し、予防・健康支援に貢献する力を向上させる実習 

l 臨床や地域実践で得た課題をもとに、新たなエビデンスを創出する研究能力を培う実習 

 上記②の医療提供施設以外での実習については、各大学が調整機構を介さずにカリキュラムを作成す

ることになります。 

 

国内の医療提供施設での実践実習については、薬学教育協議会地区調整機構で調整作業が計画さ

れています。 

 そこで、地区調整機構では、実習生を受け入れていただける可能性のある施設宛に別紙のとおりアン

ケート調査を企画いたしました。薬学教育の充実と質向上のため、アンケート調査への回答に何卒ご協

力をお願いいたします。 

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

敬具 
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【添付および参考資料】 

添付資料 1．臨床における実務実習に関するガイドライン（令和 5 年 12 月）に記載された「追加の実習」

に関する対応方針  

添付資料 2．薬学実践実習に関する指針 

参考資料 3．薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令和 4 年度改訂版） 

文部科学省ホームページ 薬学教育 

https://www.mext.go.jp/content/20230227-mxt_igaku-100000058_01.pdf 

 

【回答期限】 

2026 年 6 月 30 日 

 

【アンケート回答 URL】 

https://forms.gle/eLpXWqw5QnM652X8A 

 

■ アンケートに関する問い合わせ先 ■ 

九州・山口地区調整機構 事務局（小野） 

E-mail：kazu-ono@fukuoka-u.ac.jp 

*お問い合わせはメールにてお願い致します。 



薬学教育協議会 

病院・薬局実務実習推進委員会 

令和 7年 2月 3日 

 

1 

臨床における実務実習に関するガイドライン（令和５年 12 月）に記載された 

「追加の実習」に関する対応方針 

 

（１）薬学教育の現状 

 薬剤師に求められている役割や業務は大きく変化し、それに伴い薬学実務実習に対して

期待される役割は非常に大きい。 

 また、薬学部を卒業した学生の進路は他の医療系学部と比較すると多様化しており、病

院・薬局だけでなく、医薬品・化学関連企業や衛生行政・大学等様々な進路選択（※１）

があることが薬学部の特徴の一つである。 

 さらに、実務実習終了後、臨床現場での学修（実習）を実施している大学は 24 大学（※

２）であり、地域医療を学ぶ実習、臨床開発を担うための知識・技能を習得するための実

習、海外での実務研修等各大学で工夫した実習が行われている。 

※１ 「薬薬系大学卒業生・大学院修了 の就職動向調査の集計報告（令和６年３月 薬学教育協議会）」によると、令和

６年３月薬科大学６年制学科卒業生のうち、就職先の内訳は、薬局 4,502 名（47.7％）、病院・診療所 2,003 名（21.2％）、

医薬品・化学関連企業 830 名（8.8％）、進学 189 名（2.0％）、衛生行政・大学等 183 名（1.9％）、医薬品販売業 129

名（1.4％）、その他 567 名（6.0％）、未定（未報告含む）1,035 名（11.0％）となっている。 

※２ 別表薬薬学実務実習の現状確認と更なる充実改善に向けたアンケート集計結果（令和５年度 薬学教育協議会）」 

 

（２）対応方針 

１）名称について 

 ガイドラインに記載している薬追加の実習」という語句は、薬剤師としての実践的な能

力の更なる向上を目指す新たな実習であるとともに、薬剤師の多様な進路に対応した実習

を企図していることから、薬薬学実践実習」とする。 

 

２）目的について 

薬学実践実習は、将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な

能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習（以下薬薬

学実務実習」という。）の単なる延長ではなく、将来学生が進む進路のために必要だと考え

る能力の修得、自らに必要な能力の向上を図るための選択制の実習とする。 

 

３）実習内容について 

 薬学実践実習には、 

① 「病院や薬局の医療現場での実習 

② 「①以外の場での実習 

などが考えられる。 

今後、大学が医療現場との連携・協議を重ねて現行の薬学実務実習の充実と質の向上に

努めるとともに、①の医療現場での薬学実践実習については、円滑な導入と実施のために、

病院・薬局と連携し、当該趣旨を踏まえて薬学教育協議会と共同して検討を進めていく。

また、②の医療現場以外での薬学実践実習についても、関係機関と連携して薬学教育協議



2 

会と共同して検討を進めていく。 

① の医療現場での実習では、 

①-1 薬学実務実習と同一施設で継続して実施する実習や別の施設で実施する実習が想定さ

れる他、①−2実習内容を指定した特定の医療提供施設での実習等が考えられる。 

薬学実践実習の事例としては、以下のような実習が考えられる。「（以下に記載する事例は、

あくまで例示案であり、具体的な実習要件や内容等については引き続き関係委員会等で検

討する。） 

 

 【薬学実践実習の事例】 

① 「医療現場での薬学実践実習 

①-1 

・ 多職種連携を介して地域支援を行う病院・薬局実習 

・ 専門性を活かした患 ケアを実践する病院・薬局実習 

・ 薬剤師の確保を特に図るべき区域における病院・薬局実習 

・ 先導的薬剤師を目指す病院・薬局実習 

・ 主に臨床現場と協働して臨床をテーマとした研究を行うもの。主に大学内で行われる卒

業研究とは別とする。 

①-2 

・ 漢方相談薬局での実習 

・ 海外の医療提供施設での実習 

②「「①以外の場での薬学実践実習 

・ 行政（自治体、公的試験研究機関）や PMDA 等での実習 

・ 企業や各種団体等での実習（採用活動とは別とする。） 

 

※国内の医療現場で薬学実践実習を行う場合は、混乱の無いように薬学教育協議会地区調

整機構で調整に努めることとする。 

 

４）時期・期間について 

薬学実践実習の期間は８週間程度実施できることを目指す。病院・薬局での薬学実践実

習の時期については、薬学実務実習の後に行うこととする。 

薬局-病院の順番に連続して薬学実務実習を行うことが原則であるが、大学において薬学

実践実習のスケジュールを考慮し、教育効果を高めるための薬学実践実習を計画すること

は差し支えない。 

具体的な時期・期間については引き続き関係委員会等で検討する。 

 

５）実習の指導体制 

 医療現場での薬学実践実習では、薬臨床における実務実習に関するガイドライン」に則っ
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た指導体制を原則とする。 

 なお、医療現場での薬学実践実習について、目的、内容等に関して、認定実務実習指導

薬剤師に向けた説明会を行うこととする。 

 

 

＜参考：臨床における実務実習に関するガイドライン（令和５年 12月）（抜粋）＞ 

22「週の実務実習終了後、各学生の希望と各大学が有する教育資源に応じ、病院又は薬局

で行う追加の実習を選択で実施し、臨床に係る実践的な能力の更なる向上を図る。この追

加の実習等を８週間程度実施できることを目指して、大学は環境の整備に努める。また、

追加の実習を実施することによる効果を検証し、将来の薬学教育モデル・コア・カリキュ

ラムの改訂に向けて、実務実習の更なる充実を検討する。 



薬学教育協議会 

病院・薬局実務実習推進委員会 

2026（令和８）年 1月 23 日 

1 

薬学実践実習に関する指針 

 令和 5年 12 月に公表された「臨床における実務実習に関するガイドライン」

には、「2-1 (3) 実務実習のさらなる充実のために」において「22 週の実務実

習終了後、各学生の希望と各大学が有する教育資源に応じ、病院又は薬局で行

う追加の実習を選択で実施し、臨床に係る実践的な能力の更なる向上を図る。

この追加の実習等を８週間程度実施できることを目指して、大学は環境の整備

に努める。」と記載された。 

 この「追加の実習」については、「臨床における実務実習に関するガイドライ

ン  令和 5年 12 月）に記載された「追加の実習」に関する対応方針」を、令和

7年 2月に公表した 添付資料１）。当概方針では、 「追加の実習」の名称を「薬

学実践実習」とし、当面は選択制の実習として設定している。 

 さらに、① 医療提供施設 薬局・病院）での実習 p.3 Ⅱ.「医療提供施設

での薬学実践実習」）とともに、② ①以外の場 行政や企業など）での実習  p.5 

Ⅲ.「医療提供施設以外での薬学実践実習」）も想定している。 

 国内の医療提供施設 薬局・病院）での実践実習については、薬学教育協議

会地区調整機構による調整作業が計画されており、各地区調整機構で十分な協

議をお願いしたい。本指針は、当該方針決定後に議論された内容をまとめたも

のである。 

 

Ⅰ. 薬学実践実習について 

Ⅰ-1. 実習ユニット 

• 実習はユニットごとに単位を認定する。１ユニット＝１週間以上を原則とする。 

• 各大学は、８週間分の実習を学生に提示することを基本とする。 

• 各ユニットの実習の単位数は期間に応じて大学が設定する。 

• 薬学実践実習の単位は、他の科目の単位と明確に区別して設定する。 

• 各大学の実施可能な範囲で設定してよい。最終的には全ての学生が８週間

程度の実習を経験できる体制を目指す。 
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Ⅰ-2. 卒業要件との関係 

• 当面は、選択科目として設定する。 

• 将来的には必修科目として設定されることを目指す。 

• 当面は「自由科目」として設定可能。 

Ⅰ-3. 実習時期 

• ① 医療提供施設（病院・薬局）での実習と② それ以外の場（行政や企業など）

での実習は、原則として必修の薬学実務実習（22週間）が修了した後に行う。 

• ユニットごとに履修可能で、連続していなくても差し支えない。 

• 薬学実務実習は薬局-病院の順番に連続して行うことが原則であるが、医

療提供施設以外で薬学実践実習を行う場合は、教育効果を高めるために

原則に基づかない実習を行うことは差し支えない。ただし、11 週間の実

務実習を中断して行わないこと。 

Ⅰ-4. 実践実習開始にあたって 

 薬学実践実習は、「臨床における実務実習 以下 「実務実習」という。）」の実

習目標に到達した上で行う実習であることから、まず、大学、実習施設には「薬

学教育モデル・コア・カリキュラム 令和４年度改訂版） 以下 「改訂版コアカ

リ」という。）」の内容を十分理解し、改訂版コアカリに準拠した実務実習を確

実に準備し実施することが求められる。そのために、大学、実習施設は、改訂

版コアカリの学修目標に対応した実習内容の吟味、新しい評価方法の理解を進

める等の準備・実践を確実に行っていただきたい。 

 また、本実習は、薬学教育の一環として行うものであり、就職活動 インタ

ーンシップ等）とは目的及び内容が別であることを明確に担保すること、実習

の実施にあたっては、教育的観点を最優先し、学生が学修目的をもって参加す

る体制を確保することに十分留意いただきたい。 

 

Ⅰ-5. 薬学実践実習の目的 

• 特に医療提供施設での実習においては、実務実習を修了した薬学生が患者・

生活者に対して薬物治療の個別最適化の経験をさらに深め、多職種連携、医
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療マネジメント・安全、地域医療への貢献等の観点から薬剤師として求められ

る基本的な資質・能力を修得することを目指す。 

• 薬剤師の多様な活躍の場で、その社会的役割を体験し、将来のキャリア形成

につなげることを目的とする。 

Ⅰ-6. 薬学実践実習を履修する学生の条件 

・ 薬学実践実習を履修する学生は、「病院・薬局実務実習に対する基本的な考

え方（施設要件等）について」に記載されている実務実習を履修する学生の要

件（薬学共用試験に合格していること等）を満たしていること。 

 

 

 

Ⅱ. 医療提供施設での薬学実践実習 

Ⅱ-1. 実習施設の要件 

 臨床における実務実習での施設要件（「病院・薬局実習に対する基本的な考え方

（施設要件等）について」）を満たしている施設は、薬学実践実習の施設要件を満たし

ている。 

 これまでに薬学実務実習を行ったことが無い施設について、以下の要件を満たす場

合は、薬学実践実習を実施できる。 

• 薬学実践実習の目的を達成できる施設。 

• 薬剤師が専門的な業務を行い、社会貢献を行っている施設。 

• 原則として、認定実務実習指導薬剤師が在籍し指導を行うこと。 

• 認定実務実習指導薬剤師が在籍していない施設で実習を行う必要がある場

合は、受入れ薬局の連携薬局又は責任施設（基幹となる病院）のグループ施

設となる等、担当の認定実務実習指導薬剤師の指導の下、責任ある教育体

制が整っているか大学が確認し担保すること。 

• 「臨床における実務実習に関するガイドライン」及び「病院・薬局実習に対する

基本的な考え方 （施設要件等）について」を踏まえた実習を行うことができる

施設。 
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Ⅱ-2. 実習実施体制 

• 「臨床における実務実習に関するガイドライン」に準拠する。 

• 実施前の準備、実施中の情報共有、終了後のフィードバックを大学・学生・施

設間で実施する。 

• トラブルやハラスメント対応も「臨床における実務実習に関するガイドライン」

に準拠する。 

Ⅱ-3. 実習の評価 

• 評価は「臨床における実務実習に関するガイドライン」に準拠し、その概略評

価（評価ルーブリック）を利用することを原則とする。 

• 実習内容や施設によって大学独自の評価を行うことも可能。 

• ユニットごとの評価・フィードバックを学生・施設・大学間で実施する。 

Ⅱ-4. 実習の内容について 

 医療提供施設での薬学実践実習は、実務実習で修得した能力の更なる向上を目

指す実習であるため、改訂版コアカリに記載されている「F 臨床薬学」の学修目標を

実務実習で修得した後、さらにその学修を重ねることで、臨床における実践的な能力

を深める、あるいは、実務実習では時間や期間の制約上、十分に体験できなかった

内容を医療現場等で実践、体験することで、医療や地域等への視野を広げ、薬剤師

として求められる基本的な資質・能力のレベルアップを図る実習内容とする。 

 

＜薬学実践実習の例示 ： 薬学実践実習の目的に合致するように各大学で実習内

容を設定するにあたり、あくまでも参考例として以下に例を示す。＞ 

・実務実習で修得した内容を踏まえ、患者の状態を総合的に評価して薬物療法を最

適化できる臨床実践力を深化させる実習 

・継続的に患者を担当し、経過を追う中で薬物治療の個別最適化を実践する能力を

高める実習 

・病院、薬局の連携を基盤として、地域連携及び多職種連携への理解を深め、それ

ぞれの地域における医療に主体的に貢献する能力を養う実習 
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・地域住民の健康増進や公衆衛生活動等に参画し、予防・健康支援に貢献する力を

向上させる実習 

・臨床や地域実践で得た課題をもとに、新たなエビデンスを創出する研究能力を培う

実習 

※各大学で実施されている実務実習を踏まえた追加の実習に関する資料 

（添付資料２：薬学教育協議会のアンケート調査）を参照。 

 

 

Ⅲ. 医療提供施設以外での薬学実践実習  

 ・ 薬剤師の多様な活躍の場で、その社会的役割を体験し、将来のキャリア形成に

つなげることを目的とする。ただし、薬学実践実習の趣旨に照らし、自大学の非臨床

研究を実施するものは除く。 

 ・ 評価は「臨床における実務実習に関するガイドライン」に準拠し、その概略評価

（評価ルーブリック）を利用することを原則とするが、実習内容や施設によって大学独

自の評価を行うことも可能。 

 ・ 薬学実践実習の目的に合致するように各大学で実習内容を設定するにあたり、

あくまでも参考例として以下に例を示す。 

(1) 行政・公的機関での実習 

• 医薬品事業所の監視指導業務 

• 医療・薬事に関する許認可手続き業務 

• 試験所や薬剤師会での業務 

• 地方薬務行政機関や地域の保健所での業務 

(2) 研究機関での実習 

• 創薬・臨床・品質管理などの業務 

• 医薬品開発・治験関連機関での業務 
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(3) その他（医薬品卸などでの実習） 

• 地域医薬品供給の流通管理、医薬品情報収集 

• 緊急時対応や在庫管理業務 

 

添付資料１ 「臨床における実務実習に関するガイドライン 令和５年 12 月）

に記載された「追加の実習」に関する対応方針」  令和７年２月公表） 

添付資料２ 「実務実習終了後、引き続き医療現場で実施している実務実習関

連のプログラムについて」の大学からの回答 薬学教育協議会によ

るアンケート調査結果の一部抜粋）  



（添付資料 1） 

薬学教育協議会 

病院・薬局実務実習推進委員会 

令和 7年 2月 3日 

 

1 

臨床における実務実習に関するガイドライン（令和５年 12 月）に記載された 

「追加の実習」に関する対応方針 

 

（１）薬学教育の現状 

 薬剤師に求められている役割や業務は大きく変化し、それに伴い薬学実務実習に対して

期待される役割は非常に大きい。 

 また、薬学部を卒業した学生の進路は他の医療系学部と比較すると多様化しており、病

院・薬局だけでなく、医薬品・化学関連企業や衛生行政・大学等様々な進路選択（※１）

があることが薬学部の特徴の一つである。 

 さらに、実務実習終了後、臨床現場での学修（実習）を実施している大学は 24 大学（※

２）であり、地域医療を学ぶ実習、臨床開発を担うための知識・技能を習得するための実

習、海外での実務研修等各大学で工夫した実習が行われている。 

※１ 「薬薬系大学卒業生・大学院修了 の就職動向調査の集計報告（令和６年３月 薬学教育協議会）」によると、令和

６年３月薬科大学６年制学科卒業生のうち、就職先の内訳は、薬局 4,502 名（47.7％）、病院・診療所 2,003 名（21.2％）、

医薬品・化学関連企業 830 名（8.8％）、進学 189 名（2.0％）、衛生行政・大学等 183 名（1.9％）、医薬品販売業 129

名（1.4％）、その他 567 名（6.0％）、未定（未報告含む）1,035 名（11.0％）となっている。 

※２ 別表薬薬学実務実習の現状確認と更なる充実改善に向けたアンケート集計結果（令和５年度 薬学教育協議会）」 

 

（２）対応方針 

１）名称について 

 ガイドラインに記載している薬追加の実習」という語句は、薬剤師としての実践的な能

力の更なる向上を目指す新たな実習であるとともに、薬剤師の多様な進路に対応した実習

を企図していることから、薬薬学実践実習」とする。 

 

２）目的について 

薬学実践実習は、将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な

能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習（以下薬薬

学実務実習」という。）の単なる延長ではなく、将来学生が進む進路のために必要だと考え

る能力の修得、自らに必要な能力の向上を図るための選択制の実習とする。 

 

３）実習内容について 

 薬学実践実習には、 

① 「病院や薬局の医療現場での実習 

② 「①以外の場での実習 

などが考えられる。 

今後、大学が医療現場との連携・協議を重ねて現行の薬学実務実習の充実と質の向上に

努めるとともに、①の医療現場での薬学実践実習については、円滑な導入と実施のために、

病院・薬局と連携し、当該趣旨を踏まえて薬学教育協議会と共同して検討を進めていく。



 

2 

また、②の医療現場以外での薬学実践実習についても、関係機関と連携して薬学教育協議

会と共同して検討を進めていく。 

① の医療現場での実習では、 

①-1 薬学実務実習と同一施設で継続して実施する実習や別の施設で実施する実習が想定さ

れる他、①−2実習内容を指定した特定の医療提供施設での実習等が考えられる。 

薬学実践実習の事例としては、以下のような実習が考えられる。「（以下に記載する事例は、

あくまで例示案であり、具体的な実習要件や内容等については引き続き関係委員会等で検

討する。） 

 

 【薬学実践実習の事例】 

① 「医療現場での薬学実践実習 

①-1 

・ 多職種連携を介して地域支援を行う病院・薬局実習 

・ 専門性を活かした患 ケアを実践する病院・薬局実習 

・ 薬剤師の確保を特に図るべき区域における病院・薬局実習 

・ 先導的薬剤師を目指す病院・薬局実習 

・ 主に臨床現場と協働して臨床をテーマとした研究を行うもの。主に大学内で行われる卒

業研究とは別とする。 

①-2 

・ 漢方相談薬局での実習 

・ 海外の医療提供施設での実習 

②「「①以外の場での薬学実践実習 

・ 行政（自治体、公的試験研究機関）や PMDA 等での実習 

・ 企業や各種団体等での実習（採用活動とは別とする。） 

 

※国内の医療現場で薬学実践実習を行う場合は、混乱の無いように薬学教育協議会地区調

整機構で調整に努めることとする。 

 

４）時期・期間について 

薬学実践実習の期間は８週間程度実施できることを目指す。病院・薬局での薬学実践実

習の時期については、薬学実務実習の後に行うこととする。 

薬局-病院の順番に連続して薬学実務実習を行うことが原則であるが、大学において薬学

実践実習のスケジュールを考慮し、教育効果を高めるための薬学実践実習を計画すること

は差し支えない。 

具体的な時期・期間については引き続き関係委員会等で検討する。 
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５）実習の指導体制 

 医療現場での薬学実践実習では、薬臨床における実務実習に関するガイドライン」に則っ

た指導体制を原則とする。 

 なお、医療現場での薬学実践実習について、目的、内容等に関して、認定実務実習指導

薬剤師に向けた説明会を行うこととする。 

 

 

＜参考：臨床における実務実習に関するガイドライン（令和５年 12月）（抜粋）＞ 

22「週の実務実習終了後、各学生の希望と各大学が有する教育資源に応じ、病院又は薬局

で行う追加の実習を選択で実施し、臨床に係る実践的な能力の更なる向上を図る。この追

加の実習等を８週間程度実施できることを目指して、大学は環境の整備に努める。また、

追加の実習を実施することによる効果を検証し、将来の薬学教育モデル・コア・カリキュ

ラムの改訂に向けて、実務実習の更なる充実を検討する。 



（添付資料2）

（2025年6月実施のアンケート調査より）

Ⅲ.　 実務実習終了後の教育の状況について（現行の「ガイドライン」における各大学の実務実習修了後の教育）

Ⅲ-2.　実務実習終了後、引き続き医療現場で実施している実務実習関連のプログラムについて具体的に回答してください

（名称、時間数、学生数、目的・内容等、実習先（病院・薬局等）、必修・選択）。＊[時間数]の欄は単位もご記入ください。

<実施大学数：24＞

大学名 名称 時間数 学生数 目的・内容等 実習先 必修/選択

大学-1

大学-2

大学-3

大学-4

大学-5 実践チーム医療論 34.5時間 1単位 7
チーム医療に必要なアドバンストな知

識・技能・態度について修得する。
病院 選択

大学-6

大学-7

大学-8

大学-9

大学-10

大学-11

大学-12

大学-13 レジデント実習 0 5 臨床研究 病院 選択

大学-14

大学-15 海外実務実習（現地実習） 10日 10
MOU提携校・付属医療施設における見

学・体験実習
病院・薬局 選択

大学-16

大学-17

大学-18

在宅医療特論演習 16時間 10

・福祉･看護･薬学の実務実習経験者で構

成するメンバーでチームを形成し在宅ケ

アの実践活動に携わることにより、専門

職が連携して行う対象者ケアの実際を学

ぶ。

・自職種及び他職種の専門職理解、専門

職連携のためのチームビルディングの重要

性、専門職協働の実体験、および振返り

を通じて、在宅ケアに携わる専門職に必

要とされる素養を身につける。

介護施設、薬

局、クリニック
選択

アドバンスト実務実習 10日 13

医療、医薬品開発、および地域包括ケア

システム等における薬剤師職能を修得す

る。

病院、薬局、薬

事情報センター
選択

大学-20 地域医療見学・体験実習 1日 206

地域で生活する在宅療養者およびその家

族に対する医療専門職、福祉・介護専門

職の実践を見学・また一部体験すること

により、地域における多職種による在宅

療養者への支援体制を理解し、薬剤師と

しての役割を考える。

患者宅

地域包括支援セ

ンター

必修

大学-21

漢方調剤薬局実務演習 5日 6
漢方に特化したアドバンスト薬局実務実

習として実施
薬局 選択

チーム医療病院実習

プログラムによ

る。

8～24時間

10

チーム医療教育のさらなる充実を図るた

め臨床の現場でより実践的にチーム医療

について学ぶ。

病院 選択

「実務実習終了後、引き続き医療現場で実施している実務実習関連のプログラムについて」の大学からの回答

大学-19

大学-22
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大学名 名称 時間数 学生数 目的・内容等 実習先 必修/選択

国内アドバンスト実習 12週間 5

高度先端医療施設でのチーム医療への参

加等を通じ、ファーマシューティカルケ

アの実践的能力を高める

病院 必修

海外アドバンスト実習 4～5週間 5

海外協定校の附属病院等での臨床実習を

通じ、国際的視野を持った先導的な薬剤

師として必要な知識・技能・態度を修得

する。

病院 必修

薬学研究実践プログラム（症例研

究実践コース）
22週間 80

臨床能力、研究能力の向上を目的とした

臨床実習
病院 選択

学部連携病棟実習 1週間 全員
医・歯・保健医療学部学生と合同のチー

ム医療実習
病院 必修

学部連携地域医療実習 2週間 15
医・歯・保健医療学部学生と合同のチー

ム医療実習

薬局、病院、在

宅医療現場
選択

アドバンスト実務実習（病院） 12週間 3
がん等の高度薬学管理やチーム医療、多

職種連携、多様な診療科での実習等
病院 選択

アドバンスト実務実習（薬局） 4週間 3

在宅医療、多職種連携、地域住民を対象

としたセルフメディケーション支援の実

践、高度薬学管理の実習

薬局 選択

海外実務研修 4週間 4

海外の薬学部生と実務的な内容について

授業参加、薬局等医療機関見学等による

研修

海外大学、薬局

等医療機関
選択

チーム医療 2日 1単位 33
医療現場で働く様々な職種の仕事内容・

技術能力・視点を理解する。

他大学と連携し

たワークショッ

プ（Zoomで実

施）

選択

実務実習終了後に、学生がより学

びたい、又は成長できると思える

ような薬剤師養成上有為なプログ

ラムや施設を学生アンケートも踏

まえ策定している。

大学-26

地域医療コース実習・演習 11週間 60

在宅医療やセルフメディケーションの実

践を通じ、地域医療における問題解決能

力を養う実習

薬局 選択必修

病院薬学コース実習・演習 13週間 60

標準実習で学んだ病院薬剤師業務を発展

させ、適切な薬物治療の実践に関するア

ドバンスド実習

病院 選択必修

健康薬学コース実習・演習 11週間 27

環境衛生、食品衛生、疾病の予防、薬事

行政など幅広い保健衛生分野で活躍する

薬剤師の育成を目指す実習

公的試験研究機

関
選択必修

臨床開発コース実習・演習 11週間 36

臨床開発の担い手となるために、様々な

関連職種の業務の基本的知識・技能・態

度を修得する実習

製薬企業等の臨

床開発、医療機

関の臨床試験

（治験）現場

選択必修

伝統医療薬学コース実習・演習 11週間 28
東洋医学を中心とした伝統医療を理解

し、統合医療を実践的に学ぶ実習

漢方専門薬局・

薬店、漢方専門

製薬企業、鍼灸

関連施設

選択必修

海外医療コース実習・演習 11週間 20

海外（カナダ・イギリス・タイ）で実務

研修を行うことで、国際感覚のある薬剤

師を目指す実習

選択必修

コース特別実習・演習は以上（他

に学内に2コースあり）の中から

一つを選択して履修する選択必修

である。

大学-28 アドバンスト実務実習 11週間 2～3

５年次の病院および薬局における実務実

習を基礎とし，より高度な内容の，ある

いは専門分野に特化した薬剤師業務につ

いての知識，技能，態度を修得する．

病院／薬局 選択

大学-29

大学-30 卒業研究 50日程度 5
臨床現場における実臨床をテーマとした

研究
病院、薬局 必修

大学-27

大学-23

大学-24

大学-25
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大学名 名称 時間数 学生数 目的・内容等 実習先 必修/選択

大学-31

大学-32

大学-33

大学-34

大学-35

コミュニティヘルスケア発展 5日間 5
地域医療・介護福祉施設での実践ならび

に研究活動

薬局・病院・介

護施設
選択

コミュニティヘルスケア実践 5日間 5 僻地（沖縄、岡山等）での地域医療実習
薬局・病院・介

護施設
選択

大学-37 アドバンストコース 8ヶ月 11

長期実務実習で修得した薬剤師としての

知識・技能・態度の向上に加えて、臨床

現場で求められる、より実践的な知識・

技能・態度を身に付ける。

病院・薬局 選択

大学-38

大学-39

大学-40

大学-41

大学-42

在宅研修アドバンストプログラム 10日 10～20
医療系学生として、他職種と交流して在宅

チーム医療を学ぶ実習

在宅療養支援診

療所
選択

京都薬科大学・京都橘大学合同

IPE研修会
半日 10～20

薬学科、看護学科、理学療法学科、作業

療法学科の学生が合同でシナリオによる

SGDを実施

大学 選択

大学-44 多職種連携演習 3日間 2 看護学校の学生と合同の症例検討 病院 選択

大学-45 臨床カンファレンス 1~2週間 9
医学部・看護学部の臨床実習生と合同の

チーム医療の実習
病院 選択

大学-46

大学-47

大学-48

大学-49

大学-50 IPW演習 30時間 50
医学部医学科や保健学科の臨床実習生と

合同のチーム医療実習
病院 選択

多職種連携総合臨床実習 5日 3
医学部・看護学部、リハビリテーション

学部の学生と合同のチーム医療の実習
病院

多職種連携総合臨床実習は、単位

外のアドバンスト教育として試行

的に開始している段階です。

大学-52

大学-53

大学-54

大学-55

大学-56

大学-57

大学-58

大学-59

地域医療アドバンスト実務実習 2週間 10 在宅・へき地医療に特化した体験実習 薬局 選択

臨床薬学アドバンスト実務実習 2週間 20
症例検討カンファレンス、治験業務、IRB

への参加する実習
病院 選択

東洋医療薬学アドバンスト実務実

習
2週間 10

漢方医学・漢方処方について実践的な理

解を深める実習
薬局 選択

アドバンスト実務実習 30日 3

チーム医療及び高度な臨床薬剤師業務の

修得、臨床データを活用した臨床課題の

解決

病院 選択

実践地域医療 16時間 1

地域の保健・医療・福祉に積極的に貢献

するために、在宅医療についての理解を

深める

病院 選択

大学-36

大学-43

大学-51

大学-60

大学-61
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大学名 名称 時間数 学生数 目的・内容等 実習先 必修/選択

大学-62

地域の医療ニーズに対応した先進

的な薬学教育に係る取組支援事業

「山口県が抱える薬剤師の地域偏

在と在宅医療の問題を解決する先

進的な薬剤師養成プログラム」

4週間 数名
僻地の医療機関等と協力して僻地医療・

在宅医療に特化した実習（R5から実施）
当面は薬局 選択

大学-63

病院薬学実習 7日 2単位 2 精神科領域に特化した実習 病院 選択

薬局薬学実習 7日 2単位 6 主にOTC、在宅、レセプトに関する実習 薬局 選択

高次臨床実務実習Ⅰ 60時間 約10
専門領域における疾患の診断・治療に関

する講義、外来・病棟実習等
大学病院 選択

高次臨床実務実習Ⅱ 60時間 約10

前半は五島市・新上五島町での離島実

習、後半は大学病院での各専門診療科実

習

薬局・病院等 選択

大学-66

大学-67

大学-68

大学-69

大学-65

大学-64
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実務実習のさらなる充実のための追加の実習（薬学実践実習）に関するアンケート 

【九州山口地区調整機構版】 

 

■以下のリンクよりご回答をお願い申しあげます。 

https://forms.gle/eLpXWqw5QnM652X8A 

 

回答締め切り： 2026 年 6 月 30 日 

 

【アンケート内容】 

問１ 貴施設の情報についてご回答ください。  

１） 貴施設名  

２） 施設番号（コード番号・ID 番号等） ※受入施設証の右上に記載の番号です。分かる場合のみご回

答ください。 

３） 区分（病院、薬局、その他）  

４） 所在地の都道府県名 

５） 2023,2024,2025 年度の薬学実務実習の実習生の年間受入れ実績（年度、期、受入れ人数）  

 

問２ 実施可能な実践実習の内容について教えてください。 ご自身の施設の特徴を活かして実施可能と

考えられる実習の内容についてご回答ください。＊九州山口調整機構では、実務実習と実践実習の

同時期での学生受入は想定しておりません。 

１） 実践実習生の受入れ態勢について、最もあてはまるものを１つ選んでください。  

① 実務実習生しか受入れできない 

② 実務実習生と同時期でなければ、実践実習生の受入れ可能 

③ その他（自由記述）  

 

２） 実践実習生ひとり当たりの受入れ可能な実習期間は何週間ですか。具体的な数字をご記入ください

（実践実習は、1 週間を基本ユニットとして 8 ユニット（8 週間）程度とされ、1 週間〜8 週間程度の実

習が想定されます。実習期間は連続していなくても構いません。問２-１で①を選択した場合は回答

不要です。）。  

① ユニット（週）数 

② 連続/不連続 

 

３） 実践実習生の受入れの時期と受入れ可能人数は、年間のどの時期で、どのくらいの人数の受入が

可能ですか。 実践実習は、原則として実務実習修了後に行うこととされています。５年生の実務実習

第Ⅲ期以降で、１回に受入れ可能なおよその人数をご記入ください。その他の時期の場合は、具体

的な時期をご記入ください。＊同じ期に実務実習生の受入が無いと仮定してご回答下さい。 

① ５年生第Ⅲ期 →    人  

② ５年生第Ⅳ期 →    人  

③ ６年生第Ⅰ期 →    人  

④ その他の時期 →    人  



2  
  

４） 実習内容の分類   貴施設においてその特徴を活かして実践実習として実施可能な内容は、薬学教

育モデル・コア・カリキュラム（令和４年度改訂版）大項目 F「臨床薬学」の中項目 F-1〜F-4 の中で、

どれに該当しますか。あてはまるものを全て選択してください（複数選択可）。なお、薬学実践実習の

目的は、薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令和４年度改訂版）大項目 F「臨床薬学」の中項目「F-

5 臨床で求められる基本的な能力  F-5-1 医療・福祉・公衆衛生の現場で活動するための基本姿勢

」に提示された、社会人として医療人として医療現場や地域社会で活動する際に常に実践できなけ

ればならない行動・行為・態度の学修目標を修得したうえで行われるものであることから、F-5 は選択

肢に含んでいません。 

① F-1-1 薬物治療の個別最適化  

② F-2-1 多職種連携への参画・薬剤師の職能発揮  

③ F-3-1 医薬品の供給と管理  

④ F-3-2 医薬品情報の管理と活用 

④ F-3-3 医療安全の実施 

⑥ F-3-4 医療現場での感染制御  

⑦ F-4-2 地域での公衆衛生・災害対応への貢献  

⑧ その他の内容 （上記 ①〜⑦以外の内容で、貴施設の特徴を活かした実践実習を想定されてい

る場合はこの選択肢を選び、以下に内容の概要をご自由にご記入ください。） 

 

５） 実習内容の概要で貴施設の特徴を活かしたどのような実践実習をお考えですか。  

概略を自由にご記入ください（自由記述）。  

  

６） 実践実習を実施する予定の施設について教えてください。当てはまるものを１つ選んでください。  

①自施設のみで実施  

②他の施設と連携して実施（連携予定の施設名・実習内容を具体的にご記入ください） 

  

７） 貴施設での実践実習で想定している工夫等がございましたらご記入ください （自由記述）。  

  

８） 実践実習に関して、ご質問やご要望があればお聞かせください（自由記述）。  

 

以上  


